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マエストロの解説

　免税事業者はインボイスの発行ができないた
め、取引先からの要請により、インボイスの登
録申請をして適格請求書発行事業者となること
が予想される。この場合、適格請求書発行事業
者になると消費税の申告義務が生ずるため、納
付消費税額をコストとして負担しなければなら
ないこととなる。
　そこで、免税事業者のような適格請求書発行
事業者でない者（非登録事業者）からの課税仕
入れについては、令和5年10月1日から令和8
年9月30日までは課税仕入高の80%を仕入控
除税額の計算に取り込むことが認められている
（平成28年改正法附則52）。また、令和8年10
月1日から令和11年9月30日までは、課税仕入
高の50%を仕入控除税額の計算に取り込むこ
とが認められている（平成28年改正法附則
53）。
　免税事業者は、この経過措置も考慮に入れな
がら、登録の必要性と資金繰りを天秤にかけ、
取引先との価格交渉に当たらなければならな
い。つまり、登録の是非を慎重に判断する必要
があるということである。
　こういった実情に配慮したものと思われる。
財務省は、公正取引委員会・経済産業省・中小
企業庁・国土交通省との連名で、「免税事業者
及びその取引先のインボイス制度への対応に関
するQ&A」を令和4年1月19日に公表（令和4
年3月8日に改正）した。
　今回は、このQ&Aの内容を検討することに
する。

Q1　インボイス制度で何が変わるのか

　インボイス制度が実施されて、何が変わりま
すか。
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